
農用地利用改善団体の設立集落名
市町村名 １８年７月末 １９年７月末
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１ 集落営農推進体制 
（１） 喜多方地域集落営農推進協議会 
平成１９年度は図１により集落と担い

手への２本柱とした支援活動をしている。

各地域担い手育成総合支援協議会（喜多

方市は支所単位）を窓口とし、月１回程

度の会議を持ち関係機関・団体で対象を

明確にしてＰＤＣＡのサイクルをもって

支援している。 
図１各地域担い手育成総合支援協議会を窓

口とした活動 

 
（２） 喜多方市担い手育成マネージャ

ーの設置 
 喜多方市では、平成１８年より経営改

善支援事業（県単）を活用し５名のマネ

ージャーを設置（旧市町村に各１名）し

た。マネージャー、喜多方市本所、ＪＡ

会津いいで農業対策課、当所の関係機関

による打合せ会を原則週１回実施し、図

１の活動と連動して集落、担い手への支

援を強化した活動を展開している。 
 
２ 活動の成果 
（１） 農用地利用改善団体の育成 
 現在までの団体設立集落は表１のとお

りとなっている。昨年度から今年度に入

り集落営農の考えが理解され、各集落で

の設立がようやく増えてきたところであ

る。 
表１ 

 
                           

（２） 担い手の育成 
表１で特に東羽賀集落では担い手とし

て東羽賀農作業受託組合を設立し、特定

農業団体と位置づけ、品目横断等の制度

も積極的に活用している。 

“喜多方地域における 
集落営農の推進の成果”

（品目横断的経営安定対策加入者

数に最大の結果が出る！！）

喜多方農業普及所 岩渕 幸治

うつくしま水田農業ビジョン通信 Vol.３９ 平成１９年１０月１０日 

ＪＡグループ福島県域営農センター・福島県水田農業産地づくり対策等推進会議 
（福島市飯坂町平野字三枚長１－１ ℡ ０２４－５５４－３０７２ Ｆａｘ０２４－５５４－６０２２） 
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また、認定農業者への誘導も管内３７

９名（３月末）から３９３名（７月末）

へ増加した。特に喜多方市ではマネージ

ャーらの推進活動もあり増加が著しかっ

た。 

  喜多方市初の特定農用地利用規程の認証 
 

（３）品目横断的経営安定対策への加

入推進 
水稲での加入は今年初めて行われたわ

けであるが、喜多方市ではマネージャー

の推進活動が積極的に実施された結果、

県内市町村で最も多く加入者が確保され

る結果となった。 
 
３ 今後の活動 
（１） 改善団体活動のステップアップ 
改善団体の活動を活性化し、担い手育

成の取り組みと連動させるため改善団体

の代表とその担い手を対象とした先進地

研修を今年度始めて開催した。 
改善団体別の活動をこれらの研修会や

制度等の有効活用により支援し、「農地利

用」に視点を置いた農用地の有効活用支

援により担い手を育成する。 
 
 

先進地研修（7/31）で南相馬市の下浦営農組

合へ 

 
（２） 個別経営体、営農組織の育成 

担い手として個別経営体の育成はもと

より、今後の高齢化等に対応した営農組

織育成が急務である。喜多方市では単独

で集落営農組織等育成のための事業も用

意しており、意欲の高い地区を設定して

特定農業団体や特定農業法人の育成をす

る。 
 
平成２０年より「所有から利用」に主

眼を置いた農地政策の大転換が予定され

ている。改善団体、認定農業者、集落営

農組織がステップアップ出来るよう新た

な制度の積極的活用に向けてもマネージ

ャー、関係機関、団体で一体となって取

り組んでいきたい。 


